
名古屋法務局では、対面、電話、ウェブ（本局のみ）による登記手続案内を行っています。
ご予約のないお客様は、ご利用いただけません。

(注) 上記の※印記載の登記所においては，会社・法人の登記手続案内を行っていますが，一宮・豊田・豊橋の各支局では登記申請ができません。
お問合せの内容によっては，管轄登記所(名古屋法務局法人登記部門・岡崎支局)をご案内させていただくことがありますので，ご了承願います。

※ 聴覚に障がいのある方は，名古屋法務局ホームページのお問合せメールをご利用ください。
https://houmukyoku.moj.go.jp/houmukyokumail/iken.php?id=023

登記手続案内時間
９時 から１２時 まで １３時 から１６時 まで

（土・日・祝日・年末年始の休日を除く。）
登記手続案内時間は登記所により異なる場合がありますので、あらかじめお問合せください。

登記手続案内予約方法
下記の一覧表からご希望の法務局へお電話ください。
法務局の管轄は、ホームページ又は窓口に備え付けてある「登記管轄一覧」をご確認ください。

ウェブによる登記手続案内を希望される場合
名古屋法務局ホームページ「ウェブ登記手続案内について」をご覧ください▶▶▶

庁 名 所 在 電話番号

名古屋法務局※ 〒４６０－８５１３ 名古屋市中区三の丸２－２－１（名古屋合同庁舎第１号館） ０５２（９５２）８１１１

熱田出張所 〒４５６－００３１ 名古屋市熱田区神宮４－８－４０ ０５２（６７１）５２２１

名東出張所 〒４６５－００５１ 名古屋市名東区社が丘４－２０１ ０５２（７０３）２３２２

春日井支局 〒４８６－０８４４ 春日井市鳥居松町４－４６ ０５６８（８１）３２１０

津島支局 〒４９６－００４７ 津島市西柳原町３－１０ ０５６７（２６）２４２３

一宮支局※ 〒４９１－０８４２ 一宮市公園通４－１７－３（一宮法務合同庁舎） ０５８６（７１）０６００

半田支局 〒４７５－０８１７ 半田市東洋町１－１２ ０５６９（２１）１０９５

岡崎支局※ 〒４４４－８５３３ 岡崎市羽根町字北乾地５０－１（岡崎合同庁舎） ０５６４（５２）６４１５

刈谷支局 〒４４８－０８５８ 刈谷市若松町１－４６－１（刈谷合同庁舎） ０５６６（２１）００８６

豊田支局※ 〒４７１－８５８５ 豊田市常盤町１－１０５－３（豊田合同庁舎） ０５６５（３２）０００６

西尾支局 〒４４５－８５１１ 西尾市熊味町南十五夜６０ ０５６３（５７）２６２２

豊橋支局※ 〒４４０－０８８４ 豊橋市大国町１１１（豊橋地方合同庁舎） ０５３２（５４）９２７８

豊川出張所 〒４４２－００６７ 豊川市金屋西町３－３ ０５３３（８６）２０９７

新城支局 〒４４１－１３８５ 新城市字八幡１１－２ ０５３６（２２）０４３７

名古屋法務局



１回の登記手続案内は２０分以内です。時間の延長はできません。
多くの皆様に登記手続案内をご利用いただけるよう２０分で終了とさせていただきます。
予約時間に遅れた場合や、お電話がつながらなかった場合、ウェブ会議サービスへの接続が確認できない場合も、当初
予約いただいた時間の範囲で終了します。
なお，予約時間から１０分以上遅れて来庁された場合、お電話がつながらない場合、ウェブ会議サービスへの接続が確
認できない場合は、キャンセルされたものとさせていただきます。

□ ご利用は２０分以内です

登記手続案内をご利用いただけるのは，申請人ご本人に限ります。
法令上代理申請を行う資格のない方（税理士、行政書士等）は、ご利用いただけません。
ご利用いただく際に、本人確認を行う場合がありますので、ご協力ください。

□ ご利用は申請人ご本人に限ります

登記手続案内では、法務局ホームページに掲載されている代表的な申請書の様式をご案内し、一般的な記載内容や添
付書類についてご説明しますが、個別の事案に沿ったアドバイスは行いませんので、申請書や添付書類は、ご
自身で作成してください。

□ 申請書等はご自身で作成してください

登記手続案内では、申請前の書類の不備（添付書類や記載内容の確認など）について事前に審査することはでき
ません。
また、申請の前提となる登記原因の事実や法律行為の有効性についての判断及びアドバイスは行いません。

□ 事前の審査はできません

登記手続案内は、申請内容の適合性や登記の完了を保証するものではありません。
登記申請後、登記官が法律に基づいて申請内容の審査をした結果、記載内容の訂正や添付書類の追加提出が必要になる
場合があります。

□ 補正の可能性があります

ご自身で申請書等を作成することが難しい場合は・・・
登記手続案内をご利用いただいて申請した場合でも、登記を完了させるまでに複数回来庁していただく場合があります。
お時間のない方やご自身での手続が難しいと思われる方は、司法書士や土地家屋調査士に登記申請の手続代理を依頼する

こともできますので、ご検討ください。
愛知県司法書士会（電話ガイド） ☎ ０５０－３５３３－３７０７（１０：００～１３：００）
愛知県土地家屋調査士会 ☎ ０５２－５８６－１２００

登記手続案内をご利用いただく際は、現在の登記内容が分かるもの（登記事項証明書又は登記事項要約
書）をあらかじめご用意ください。また、お手元にある関係書類をご用意ください。
○ 不動産登記手続における関係書類の例
登記事項証明書、地図等証明書、登記済証（権利証）又は登記識別情報通知、戸籍謄本又は戸籍証明書、固定資産税

の納税通知書など
○ 商業・法人登記手続における関係書類の例
登記事項証明書、定款又は寄附行為、議事録など

□ 関係書類をあらかじめご用意ください

法務局 申請書 検索

登記に関する申請書の様式について

登記申請書の様式は、法務局のホームページに掲載しておりますので、ご利用ください。
※「法務局 申請書」で検索してください。

愛知県司法書士会 検索 愛知県土地家屋調査士会 検索


